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共済組合一般事業

広島支部ホームページ「様式ダウンロード集」からダウンロードして利用してください。
広島支部トップページ＞厚生サービスを利用する
　　　　　　　　　＞宿泊，観戦・鑑賞招待など＞宿泊保養施設利用補助

対象者１人１泊当たり1,000 円

組合員及びその家族（１人１泊当たりの施設利用額 ( 補助額控除前 ) が 1,000 円に満たな
い方を除きます。）

（家族の範囲：①被扶養者，②被扶養者でない配偶者，③被扶養者でない組合員と同居の子・
　　　　　　孫・父母・祖父母及び 18 歳未満の弟妹）
・ 毎年度，１組合員（家族等の単独旅行を含む。）12 泊までとし，12 泊を超過した補助券

を利用した宿泊は，補助の対象外とします。
・公務出張での宿泊は，補助の対象外とします。

最新の契約施設一覧を広島支部ホームページに掲載しています。
広島支部トップページ > 厚生サービスを利用する
　　　　　　　　　 > 宿泊，観戦・鑑賞招待など
　　　　　　　　　 > 宿泊保養施設利用補助契約施設

　公立学校共済組合広島支部（以下「広島支部」という。）の組合員及びその家族の保養の増進と元気
回復を図るため，広島支部が契約する施設を利用する場合，利用料金の一部を補助します。
　事前に宿泊施設に宿泊の予約をし，「宿泊保養施設利用補助券」の様式に必要事項を記入し，各所属所
長の証明印 ( 職印 ) を受け，施設利用の際，フロントに提出してください。提出する際に，利用者の本人確
認書類（組合員証，被扶養者証等補助券に記載されている利用者であることが確認できるもの）を提示して
ください。本人確認ができない場合，補助券を利用できませんので御注意ください。

　　　宿泊保養施設利用補助事業
健康管理係

（082）513-4956

 令和5年度から補助券の利用制限の基準が変わります！
　利用制限の基準が，利用枚数から宿泊数に変更になりました。
　これまでの補助券の様式はご利用いただけませんので，新しい「宿泊保養施設利用補助券」の様式
をご使用ください。
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